
　お住まいの住所によって就学する小・中学校が指定されていますが、以下の申請対象事由に
該当する場合は、指定校変更の申請ができます。

●指定校変更の申請対象事由
①入学から1年以内に希望校の通学区域へ転居予定
②自宅から指定校、希望校への通学距離の差が一定以上あり、最も近い学校に入学したい
③定期的に通院治療を要する慢性疾患があり、希望校への通学が望ましい
④希望校に兄姉が在籍している
⑤下校後の預かり先に都合がよい（小学生のみ）
⑥性格的に配慮を要するため友人と同じ学校に入学したい
⑦指定校には無い部活に入部希望（中学生のみ）
※申請事由により、優先度があります。そのほかやむを得ない事情がある場合はご相談ください

●申請の受け付け
▶日時　12月10・13・14・18・19・21・22日、午前9時30分～午後3時（18・19日は午後2時まで）
※受付日に申請できない方はお問い合わせください
▶会場　ニッセイアロマスクエア5階（蒲田5－37－1）　※12月18・19日は区役所本庁舎2階
▶申請方法　会場へ申請書（区HPから出力）を持参
※②④⑥はマイナポータル（ぴったりサービス）から申請も可

令和4年度新1年生の区立小・中学校への就学　指定校の変更と区域外就学
●指定校変更の学校別対応

緊急通報サービス
　急病時に、緊急連絡先への
通報や警備員の駆け付けなど
を行う業者を紹介します。詳
細はお問い合わせください。 
区内在住で65歳以上か心

身に障がいのある方
（社福）大田区社会福祉協議会
　☎3736－5555　 3736－5590

応急小口資金の貸付
　病気治療、区内転居など一時的な資金
にお困りの方へ、一定期間無利子でお貸
しします。詳細はお問い合わせください。
次の全てに該当する方

①区内に3か月以上在住
②世帯の収入が一定基準以下
③勤務先に貸付制度がない
④税金などの未納がなく、収入があり、
返済が確実
●貸付限度額
1世帯18万円（特別な場合は45万円）　
※10万円を超える貸し付けには連帯保
証人が1人必要です
●連帯保証人　東京都、神奈川・千葉・
埼玉・茨城・栃木・群馬・山梨県に引き
続き1年以上居住し、保証能力のある方
福祉管理課援護係
☎5744－1245 5744－1520 

高額療養費の支給など
1高額療養費の支給
　該当者には、診療月の3か月後以降に
申請書を郵送します。
※診療月の翌月1日から2年を経過する
と時効となり、支給されません
2限度額適用認定証の発行
　医療機関で提示すると、1か月の自己
負担が医療機関ごとに限度額までとなり
ます。
次のいずれかに該当する方

●69歳以下
●70～74歳で住民税非課税世帯
●70～74歳で住民税課税世帯のうち、

現役並みⅠかⅡに該当
●申請に必要なもの
①国民健康保険証
②公的証明書（顔写真付き）
③マイナンバー確認書類
④印鑑（スタンプ印不可）
⑤課税証明書など（令和3年1月2日以降
に転入した方のみ）
3高額医療・高額介護合算制度
　令和2年8月～3年7月に支払った医療・
介護保険の自己負担額を合算し、基準額
を超えた金額を支給します。申請先は、
7月31日現在加入の医療保険の窓口で
す。該当者には、2・3月に申請書を郵
送します。
※社会保険などの医療保険に加入してい
る方は、介護保険課給付担当（☎5744－
1622　 5744－1551）で介護保険自
己負担額証明書の交付を受け、各医療保
険の窓口へ申請してください
国保年金課12国保給付係

　☎5744－1211　 5744－1516
3後期高齢者医療給付担当
☎5744－1254 5744－1677

令和3年中の
年間納付済額通知の郵送

　国民健康保険料・後期高齢者医療保険
料・介護保険料の保険料納付済額を、は
がきでお知らせします。国民健康保険料
は、世帯主に世帯全員分をお知らせしま
す。
※郵送のみ。電話での回答は行いません

国民健康保険料
＝国保年金課国保料収納担当
　☎5744－1209　 5744－1516
　後期高齢者医療保険料
＝国保年金課後期高齢者医療収納担当
　☎5744－1647　 5744－1677
　介護保険料＝介護保険課収納担当
☎5744－1492 5744－1551

ジェネリック医薬品
差額通知の送付

　現在処方されている薬をジェネリック
医薬品へ切り替えた場合に軽減される自
己負担額を、12月中旬に東京都後期高
齢者医療広域連合から該当者へお知らせ
します。
国保年金課後期高齢者医療給付担当

　☎5744－1254　 5744－1677

税務相談チャットボットに
質問してみませんか？

　医療費・住宅ローン控除な
ど、年末調整や所得税の確定
申告に関する疑問があれば、
チャットボット（自動で回答
するウェブサービス）にお気
軽にご質問ください（夜間、土・日曜で
も利用可）。
※令和3年分所得税の確定申告に関する
ご質問は1月上旬から利用可
大森税務署　☎3755－2111

　雪谷税務署　☎3726－4521
　蒲田税務署　☎3732－5151

住民税・軽自動車税の納付案内
　電話で納め忘れの案内を行っていま
す。訪問員が現金をお預かりすることは
ありませんので、ご注意ください。
大田区納付案内センター
☎5744－1596

都税事務所からのお知らせ
◆固定資産税・都市計画税（第3期分）の
納期限は12月27日です
◆年末年始の窓口業務
12月29日～1月3日は、都税事務所・ 
支所・支庁、都税総合事務センター・自
動車税事務所の業務を休止します。この
期間の申告書・申請書の提出は、「申告
書等受箱」をご利用ください。
大田都税事務所　☎3733－2411

老いじたく相談
～人生100年！自分らしく
明るく暮らしていくために～

　遺言・相続・不動産登記など、将来へ
の不安や疑問を司法書士などの相談員が
お受けします。
1月12・26日、2月9日、3月9・23日㈬
午前9時30分～午後0時30分（1人50分）
大田区社会福祉センター

先着各日3名
問合先へ電話。12月10日午前8時30

分から受け付け
おおた成年後見センター

　☎3736－2022　 3736－5590

離婚と養育費にかかわる
総合相談

　無料の弁護士相談です（1人1時間）。
離婚前後の生活相談もお受けします。
※会場は申し込み時にお伝えします
未成年のお子さんの保護者
2月5日㈯午前10時～午後4時
先着12名
12月1～28日に問合先へ電話
福祉管理課調整担当
☎5744－1244 5744－1520

保育サービスアドバイザー
　保育施設のご案内や、子育
てに関する相談をお受けしま
す。 区HPで、保育園入所手
続きの動画、オンライン説明
会のご案内を配信しています。
妊娠中の方、乳幼児の保護者
月～金曜（休日を除く）、午前8時30分

～午後4時
問合先へ電話

※オンライン説明会は電子申請
保育サービス課保育利用支援担当
☎5744－1617 5744－1715

一級建築士による無料建築相談
　建築、増築、耐震診断・改修などの相
談にお応えします。
区内在住・在勤・在学の方
第1・3水曜

※時間はお問い合わせください
区役所本庁舎1階
問合先へ電話
建築調整課建築相談担当
☎5744－1383 5744－1558

HP・PRツール作成支援
PiOデザイン工房

　会社やお店のHP、展示パ
ネル、販促パンフレットなど
の作成を支援します（1回90
分）。
区内中小事業者
月～金曜、午前9時～午後5時
産業プラザ　
1回7,700円
問合先HPから申し込み。問合先へ

FAX（記入例参照）も可
（公財）大田区産業振興協会
　☎3733－6144　 3733－6459

▲
詳細はコチラ

世帯の構成 納付方法 郵送時期

世帯全員が
64歳以下

国民健康保険料
を11月末日現在、
口座振替で納付

12月末ごろ

上記以外の世帯 1月末ごろ

▲
詳細はコチラ

希望校 受入可能人数

小
学
校

山王、梅田 受入停止
清水窪 60名
入新井第一、馬込第二、調布大塚、千鳥、洗足池、北糀谷、
都南、西六郷、東六郷 65名

大森第一、開桜、大森第三、田園調布、多摩川 95名
馬込、池上、徳持、入新井第二、東調布第一、東調布第三、
久原、松仙、池雪、雪谷、矢口西、蒲田 130名

馬込第三、嶺町、小池、高畑 165名

中
学
校

石川台 75名
大森第二、大森第四、雪谷、大森第十、東蒲 150名
大森第八、大森第三、志茂田 190名

  ※希望者多数の場合は抽選
※通学区域内の児童・生徒数で制限学級数を超える場合、受け入れ可能人数を変
更する場合があります

▶問合先　学務課学事係
☎5744－1429 5744－1536

▲
申し込みは
コチラ

▲
詳細はコチラ
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ジェネリック医薬品
差額通知の送付

　現在処方されている薬をジェネリック
医薬品へ切り替えた場合に軽減される自
己負担額を、12月中旬に東京都後期高
齢者医療広域連合から該当者へお知らせ

先着各日3名
問合先へ電話。12月10日午前8時30

分から受け付け
おおた成年後見センター

　☎3736－2022　 3736－5590

離婚と養育費にかかわる
総合相談

情報箱
暮 ら

し の 記入例
❶催しなどの名称
❷〒住所
❸氏名（ふりがな）

❹年齢（学年）
❺電話番号
❻その他
必要事項

※費用が記入されていない催しなどは原則無料です




